
　招　　集　　期　　日 　　令和７年５月２３日（金）　午後 ２ 時 ００ 分

　開　　会　　場　　所 　　三郷市役所４階　　教育委員会室

　開　会　の　日　時 　　令和７年５月２３日（金）　午後 ２ 時 ００ 分

　及　び　宣　告　者 　　教育長　　　大　塚　正　樹

　閉　会　の　日　時 　　令和７年５月２３日（金）　午後 ３ 時 １４ 分

　及　び　宣　告　者 　　教育長　　　大　塚　正　樹

席次番号 　　職　　　　　　名 　氏　　　　　　名 出　欠

1 　教　　育　　長 　大　塚　　正　樹 出

　委　　員　　応　　招 2 　教育長職務代理 　小　川　　詠　二 出

　出　　席　　状　　況 3 　委　　　　   員 　濱　松　　紀　子 出

4 　委　　 　　　員 　堤　　亜  樹  子 出

5 　委　　 　　　員 　竹　谷　　賢　二 出

　　　職　　　　名 　氏　　　　　　　名 出　欠

　　学校教育部長 　西　村　　美　紀 出

　　生涯学習部長 　横　田　　隆　宏 出

　　参事兼学務課長 　佐　藤　　孝　祐 出

　　参事兼指導課長 　藤　井　　邦　之 出

　　生涯学習課長 　名　川　　伸太郎 出

　　青少年課長 　中　村　　好　明 出

　会議に出席した者 　　日本一の読書のまち推進課長 　茂　木　　光　司 出

（事務局）

　　 学校教育部副部長兼教育総務課長 　濵　田　　輝　行 出

　　教育総務課教育総務係長 　小　林　　剛 出

・議案第１９号から議案第２７号は原案可決

・議案第２０号から議案第２３号は議会案件のため秘密会

　備　　　　　　　　考 ・議案第２４号から議案第２７号は人事案件のため秘密会

（傍聴人　０名）

会議録を作成した者 （書記）教育総務係長　　　小林　剛

　　令和７年　　第５回定例会議　　埼玉県三郷市教育委員会会議録



令和７年　　第５回定例会議　　　　　Ｎｏ．１

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

１．出欠席の確認

２．開会の宣言

　　大塚教育長

　　　　ただ今より令和７年三郷市教育委員会第５回定例会の会議を開会いたします。

　　　　出席委員が定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。

　　　　議事の日程につきましては、お手もとに配布したとおりでございます。

３．秘密会決議

　　　　お諮りいたします。議案第２０号から議案第２３号は議会案件、議案第２４号から

　　　　議案第２７号は人事案件のため、会議規則第６条により秘密会とすることに賛成

　　　　の委員は挙手願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　［　　委員挙手　　］　

         全員賛成であります。よって秘密会とし、日程第５以降にて審議いたします。

４．会議録承認及び署名

　　大塚教育長

　　　　日程第１　令和７年教育委員会第４回定例会議の会議録承認及び署名について

　　　　会議録の朗読を小林係長にお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林教育総務係長朗読）

　　　　令和７年教育委員会第４回定例会議の会議録承認及び署名について

　　　　ご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　「　異議なし　」　と言う人あり　］

　　　　ご異議なければ署名願います。

５．議　事

　　大塚教育長

　　　　日程第２　議案第１９号　教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則の一部

　　　　を改正する規則について議題とします。

　　　　議案１ページをご覧ください。

　　　　議案第１９号　教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則の一部を改正する

　　　　規則についてご審議いただきたく、議案書のとおり提案いたします。

　　　　提案理由など詳細については担当課長より説明いたさせます。

　　　　　　　　　　　　　　　（提案説明：濵田教育総務課長）



令和７年　　第５回定例会議　　　　　Ｎｏ．２

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

　　大塚教育長

　　　　議案第１９号の提案説明が終わりました。これより本案に対する質疑を行います。

　　大塚教育長

　　　　質疑がないようですので、議案第１９号の質疑を終結いたします。

６．採　決

　　大塚教育長

　　　　◎議案第１９号　教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則の一部を改正

　　　　　する規則について本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　「　異議なし　」　と言う人あり　］

　　　　　ご異議ないものと認め、本案を原案どおり可決することに決しました。

７．教育長報告事項

　　大塚教育長

　　　　日程第３　教育長報告事項を議題とします。

　　　　教育長報告事項につきましては、担当課長より、順次報告いたさせます。

　　　　教育総務課分　 　２件 （報告者）濵田教育総務課長

　　　　学務課分　 　２件 （報告者）佐藤学務課長

　　　　指導課分　 　１件 （報告者）藤井指導課長

　　　　生涯学習課分 　２件 （報告者）名川生涯学習課長

　　　　青少年課分 　２件 （報告者）中村青少年課長

　　　  日本一の読書のまち推進課分 　３件 （報告者）茂木日本一の読書のまち推進課長

　　大塚教育長

　　　　教育長報告事項の報告が終わりました。ここで、教育長報告事項について、各委員

　　　　からご質問やご意見、ご提言などをいただきたいと思います。ご意見等は課ごとに

　　　　お願いします。

【教育総務課報告分について】

（説明）濵田教育総務課長

　　　　先ほどご報告をさせていただきました「令和７年５月１日現在の児童クラブ入室児童

　　　　数」について、訂正をさせていただいます。児童クラブの退室者の理由の内訳に誤

　　　　りがございました。正しくは、自宅保育が可能が２６人、転出・転居が２人で合計２８人

　　　　となります。申し訳ございませんが、資料の訂正をお願いいたします。



　 令和７年　　第５回定例会議　　　　　Ｎｏ．３

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

（質疑）竹谷委員

　　　　私の自宅に長期休暇期間における職員募集のチラシが投函されていたのですが、

　　　　児童クラブの職員はひっ迫している状況なのでしょうか。

（答弁）濵田教育総務課長

　　　　児童クラブについては、市内全小学校に設置をしており、夏休み期間については、

　　　　預かり時間が朝から夕方までとなります。その分、対応する職員数も必要となること

　　　　から、夏バイトという形で募集をしているものでございます。

　　　　また、一昨年までは教育総務課の職員がチラシのポスティングをしておりましたが、

　　　　昨年度からポスティングを業務委託としたことから、より広範囲にチラシの投函が

　　　　可能となりました。

【学務課報告分について】

（質疑）竹谷委員

　　　　学校給食センターの見学と試食に関する要領について、特に昨年度開所した瑞沼

　　　　学校給食センターについては、とても良い施設なので様々な方に見学をしていただ

　　　　きたいと思っておりますが、一般公開が開始となった後の職員増加の見込みはござ

　　　　ますか。

（答弁）佐藤学務課長

　　　　会計年度任用職員を１名配置しております。

（意見）竹谷委員

　　　　とても良いセンターなので、市民の方に是非見学いただきたいと思います。

【生涯学習課告分について】

（質疑）堤委員

　　　　みさと雑学大学について、定員数は何名となりますか。

（答弁）名川教育総務課長

　　　　会場は瑞沼市民センターの音楽室となりますので、約４０名が定員となります。

８．次回委員会日程

　　大塚教育長

　　　　日程第４　次回の教育委員会開催日について

　　　　次回の会議日程を決めたいと思います。

　　　　　　◎令和７年第６回定例会　　　　　６月１９日（木）午後２時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市役所４階　教育委員会室



令和７年　　第５回定例会議　　　　　Ｎｏ．４

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

９．議　事（秘密会）

　　大塚教育長

　　　　続きまして、議案第２０号から議案２７号を議題とします。

　　　　秘密会で行います。

１０．採　決（秘密会）

１１．閉　　会

　　大塚教育長

　　　　　以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

　　　　　これにて閉会といたします。　　

　　　　　（午後３時１４分）


